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ご成人おめでとうございます
町政懇談会 開催報告
こんにちは民生委員です！
税の申告はお早めに
みんなでともに乗り越えよう
保健だより
みんなの図書館／なみえ創成通信
法律知識
まちの話題
情報ぴっくあっぷ
浪江のこころ通信
連絡先一覧／子育て広場

今月の表紙

浪江から新たな世界への門出を祝って
（１月11日  祝 令和２年 浪江町成人式）

広
報

なかよく  みんな  えがおで
あなたと町を結ぶ

火の用心
火の元しっかり
確認しましょう

うけどん

はーい♪

あだたらちゃん



友人との再会に笑顔がこぼれる友人との再会に笑顔がこぼれる友人との再会に笑顔がこぼれる 旧友との一生の記念に旧友との一生の記念に旧友との一生の記念に

新成人を代表して
決意を述べる

今後の活躍を願い証書を授与

会場前で記念撮影
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１月11日、浪江町地域スポーツセンターにおいて、
令和２年浪江町成人式が行われました。
今年の浪江町の新成人は188人。成人式に出席した
61人は、ふるさとで成人を迎えることができた喜びを
感じるとともに、将来への決意を新たにし、家族や久
しぶりに再会した友人・恩師に見守られる中、大人へ
の第一歩を踏み出しました。

ご成人
 おめでとう
 ございます

友人との再会に笑顔がこぼれる 旧友との一生の記念に

新成人を代表して
決意を述べる
新成人を代表して
決意を述べる
新成人を代表して
決意を述べる

今後の活躍を願い証書を授与今後の活躍を願い証書を授与今後の活躍を願い証書を授与

会場前で記念撮影会場前で記念撮影会場前で記念撮影
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企
画
財
政
課
情
報
統
計
係

０
２
４
０（
34
）０
２
４
１

10
月
20
日
か
ら
11
月
20
日
に
か
け
て
、
県

内
外
７
か
所
に
お
い
て
浪
江
町
町
政
懇
談
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
町
か
ら
は
町
内
の
復
興

状
況
と
町
の
取
組
を
説
明
し
、
そ
の
後
、
町

民
の
皆
さ
ん
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

意
見
交
換
で
の
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
の

内
容
（※

一
部
抜
粋
・
論
点
整
理
、
要
約
し

て
掲
載
）
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

浪
江
町

町
政
懇
談
会
を

開
催
し
ま
し
た

これからの町への思いをこれからの町への思いをこれからの町への思いを
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令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、
浪
江
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
人

税務署で確定申告
する人

公的年金などの収
入のみの人

給与収入のみの人
で勤務先から町へ
給与支払報告書が
提出されている人
（勤務先に確認し
てください）

上記以外の人（税
務署で確定申告の
必要がないと言わ
れた人を含む）

浪江町に住民登録
されている親族に
扶養されている人

その他の人（仕送
りなどにより生活
している人、町外
の親族に扶養され
ている人、障害・
遺族年金を受給し
ている人など）

申告不要

申告の必要はあり
ませんが、源泉徴
収票に記載のない
控除を受ける場合
には申告が必要で
す。

申告が必要です。

申告不要

申告が必要です。

令
和
元
年
中
に
収
入
の
あ
る
人

令
和
元
年
中
に
収
入
の
な
い
人

※扶養主の申告は
　必要です。
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住民課課税係　　
0240（34）0224

2月17日 月
　～3月16日 月
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なみえ創成小学校・中学校の今を伝える

なみえ創成通信
学校の基本理念　子どもたちの生きる力と夢を育み、地域の未来を切り拓く学校

なみえ創成なみえ創成小学校・中学校ブログ 検索

なみえ創成小学校　　0240（23）5335　　なみえ創成中学校　　0240（23）5336

全身を使って綱を引き寄せる

ふるさと創造学サミット
12月14日（土）

ビッグパレットふくしま（郡山市）
において「ふるさと創造学サミッ
ト」が開催され、双葉郡８町村の児
童・生徒が参加しました。農業を通
して浪江町の復興に貢献している取
組を、小・中学生が３つのグループ
（エゴマ・大豆・トルコギキョウ）
に分かれて発表しました。

小学校１～３年生

寛仁親王妃信子さまからい
ただいた球根を、花壇に植
えました。
春の開花が楽しみです。

地域の皆さんと一緒に

チューリップ球根の植栽
多くの皆さんの協力のお陰
で貴重な体験ができまし
た。つきたての餅は、おい
しかったです。

「もちつくどー！」

トルコギキョウグループトルコギキョウグループトルコギキョウグループ

大豆グループ大豆グループ大豆グループ

エゴマグループエゴマグループエゴマグループ

ともひと

12月12日（木） 12月23日（月）

10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」
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読
ん
で
み
ま
せ
ん
か

読
ん
で
み
ま
せ
ん
か

読
ん
で
み
ま
せ
ん
か
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全身を使って綱を引き寄せる

小学校１～３年生

トルコギキョウグループ

大豆グループ

エゴマグループ

10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」
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　0240（34）0249
　健康保険課健康係

健康知恵袋

うけどんの

●

●
●
●
　　

　　
　　
　　
　　
●
●

がん検診の「要精検」とは？

●
●

●
●
●

風邪を予防する
５つの良い習慣

日本人の２人に１人は何らかのがんに
かかるとされ、死亡原因では１位となっ
ています。しかし、たとえがんを発症し
ても早期に治療することで、心身への負
担を和らげるとともに、治療法の選択肢
が増え、治る可能性も高まります。

がん検診で、がんの疑いがある“病変”などが見つかった場合に「要精検」という結果が出ま
す。「要精検」とは、疑いがある場所を調べ、良性か悪性かなどを診断する精密検査です。「要
精検」の通知を受け取った人は、必ず早期に精密検査を受けましょう。

適正飲酒の
５か条
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皆さまの身の回りにある楽しい話題、
いっぷう変わった話題などの情報を募集しています。

　企画財政課情報統計係
0240（34）0241　　

川添芸能保存会による“新春神楽の舞”川添芸能保存会による“新春神楽の舞”川添芸能保存会による“新春神楽の舞”

新しい年の幕開けを告げる初日の出新しい年の幕開けを告げる初日の出新しい年の幕開けを告げる初日の出

１月１日、新春の恒例イベントである「あるけあるけ初日詣
大会」が開催され、令和最初の初日の出を見ようと約150人の参
加者が、集合場所の「まち・なみ・まるしぇ」に集まりました。
参加者は、イベント会場の大平山霊園までの約３キロメート

ルを歩き、到着した会場では、温かい飲み物やなみえ焼そばな
どで、冷えた体を温めながら、初日の出を待ちました。
早朝にもかかわらず、初日の出を見るために大平山霊園と請

戸海岸あわせて500人以上の人が訪れ、６時50分ごろ、太平洋か
ら鮮やかな初日が昇ると、参加者からは歓声が上がりました。

日頃の練習の成果がここに　　　

出港の時を待つ人でにぎわう請戸漁港出港の時を待つ人でにぎわう請戸漁港出港の時を待つ人でにぎわう請戸漁港完成して間もない荷捌き施設を背に“いざ出港”完成して間もない荷捌き施設を背に“いざ出港”完成して間もない荷捌き施設を背に“いざ出港”

新曲「あるけあるけ」を初披露新曲「あるけあるけ」を初披露新曲「あるけあるけ」を初披露

さばさばさば

１月２日、請戸漁港において、出初式が開催されました。
出初式では、漁業の“安全操業” “大漁満足”を祈念する神事が執り行

われた後、晴れ渡った青空の下、鮮やかに彩られた大漁旗をなびかせ
た漁船16隻が次々と出港していきました。沖合に出た漁船は、漁業の
安全と豊漁、そして請戸漁港の復興を願いお神酒をささげました。
今後は、漁業の拠点となる「浪江町水産業共同利用施設」が10月

に完成したことに伴い、請戸漁港で水揚げされた新鮮な魚介類が、
浪江町から全国へ流通することが期待されます。

12月８日、サンシャイン浪江を会場に、浪江町から元気を届け
るご当地アイドル「浪江女子発組合（ＪＡ浪江）」の第１回定期大
会が開催されました。
11月に開催された十日市祭でのお披露目以降、町内で初めての

イベントとなった定期大会では、浪江町行政区長会長の佐藤秀三
さん、「なみとも」で活動している小林奈保子さんらが登壇し、浪
江女子発組合と“浪江町の今を伝える”パネルディスカッションが行
われました。浪江女子発組合のメンバーからは「今後、浪江町で
これまで私たちもやったことがないような新しい取組をしていき
たい。そこで、町民やファンの皆さんと触れ合う場が増えること
はとてもうれしい」と、活動への思いが語られたほか、浪江町を
元気にするための企画などを来場者に呼び掛けました。
２月15日（土）には、「浪江女子発組合 第３回定期大会」の開催

が予定されています。
詳しくは、「浪江女子発組合」公式ホームページ（　 https://

www.janamie.com/）または「なみえまるみえ」（　 https://www.
730.media/）をご覧ください。

���� �������	�	����

相手からの嫌がらせを止めようとして、手で押し倒してし
まった場合、“暴行罪”として罪に問われるのか、“正当防
衛”が認められるのか教えてほしい

　〈今回の事例〉
私が不動産業を営んでいる建物と土地は、私と兄で２分の１ずつ共有していました。

ところが、兄には借金があり、建物と土地の共有持分権が競売にかけられ、Ａさんが共
有持分権者となりました。Ａさんは私に建物と土地を明け渡すよう訴えを起こしてきま
したが、明渡しを請求された訴訟は、私の勝訴で終わりました。
先日、裁判で結論が出たにもかかわらず、Ａさんが建物に使用禁止の看板を何度も取

り付けようとしていたため、Ａさんのことを手で数回押したところ、Ａさんは倒れてし
まいました。私は女性で、身長は150センチメートルしかありませんが、Ａさんは男性
で身長は180センチメートルほどありますし、力を入れて押したわけではありません。
わざと倒れたのではないかと思います。Ａさんが警察に通報したため、私は警察から事
情を聴かれることになりました。私は暴行罪に問われるのでしょうか。

いつか役に立つ

法 律 識
No.38

日常生活の中で起こる可能性のある様々な事例に対して、
法律に基づいた対応策を紹介します。

知
弁護士　大橋　征平

総務課　主幹
（所属：福島県弁護士会）

相
Q

Ａさんを押したことは、暴行罪に該当すると言わざるを得ませんが、今回は正当防衛が成立
し、罪に問われることはありません。正当防衛は、違法な侵害が行われているか、または差し
迫っている際に、自分や人の権利を守るため、やむを得ずに反撃行為をしたときに成立します。
今回、Ａさんは、訴訟で負けているにもかかわらず、建物に使用禁止の看板を取り付けようと

しています。したがって、相談者自身の権利に対する違法な侵害が行われているといえます。
また防衛行為も、本来であれば倒れるようなことのない力で数回押した程度であり、体格や性

別の違い、今までの事情からすれば、やむを得ずにした行為といえ、正当防衛が成立します。
ただ、手を出している以上、起訴される可能性はあります。被告人となると、結果的に無罪と

なったとしても、多大なストレスを受けることになります。今回の事例の場合、たとえ違法な行
為をされたとしても、その場では手を出さず、民事訴訟などの手段を採り解決していくことが、
より良い方法だったのではないでしょうか。

A

自分の権利を守る
ためなので“正当
防衛”です！

押し倒されたから
“暴行罪”だ！

Ａさん 相談者

川添芸能保存会による“新春神楽の舞”

新しい年の幕開けを告げる初日の出

日頃の練習の成果がここに　　　

出港の時を待つ人でにぎわう請戸漁港完成して間もない荷捌き施設を背に“いざ出港”

新曲「あるけあるけ」を初披露

さば
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町民の皆さんからお寄せいただいた情報を掲載します

震災からの復興と海上安全・豊漁および豊作を祈念
し、　野神社境内で「安波さま」を開催します。皆さ
んのお越しをお待ちしています。
■開催日時　２月16日（日）　10時から
■場　　所　　野神社　境内（浪江町大字請戸）
■内　　容　１　神事
　　　　　　２　雅楽奉納（品川区雅楽同友会）
　　　　　　３　神楽奉納
　　　　　　４　田植踊奉納
※路上駐車はせず、神社敷地内の空き地を利用してください。
　野神社氏子総代長　渡部　忍　　090（2279）9028

「安波祭」を開催します
くさ の
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問合せ
申込み
電　話
ファクス
メールアドレス
ホームページアドレス
フリーダイヤル

問

e
FAX

URL

TEL
申

＋ 仮設津島診療所のお医者さん

　仮設津島診療所　　0243（24）1431
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＋ 浪江診療所 のお医者さん

　浪江診療所　　0240（23）6173
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12
月
を
も
っ
て
退
職
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

町
民
の
皆
さ
ま
の
温
か
い

ご
支
援
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　
　
【
派
遣
職
員
】

＊
徳
村
勇
二
郎

（
ま
ち
づ
く
り
整
備
課
・

福
島
県
）
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令和２年度
町税などの減免基準をお知らせします

個人住民税（町・県民税）
（1）平成23年３月11日時点で、避難指示区域に指定された区域に住民登録があった人は、令和元年

（平成31年）中の合計所得金額に応じて、次のとおり減免されます。

（2）事務所、事業所または家屋敷を有する人で、町内に住民登録がない人に対する均等割が全額減免
されます。

固定資産税
（1）土地・家屋

●避難解除区域（旧避難指示解除準備区域・旧居住制限区域）……（地方税法により）２分の１を減免
●帰還困難区域……課税免除
●解体申請を行っている家屋……解体されたものとみなして減免
●家屋解体を行い更地となっている土地……令和３年度まで住宅用地の特例（※）適用
※住宅用地の特例とは
●小規模住宅用地（住宅やアパートなどの敷地で200平方メートル以下の部分）

……………………………………………………［課税標準額］価格（評価額）の６分の１
●一般住宅用地（住宅やアパートなどの敷地で200平方メートルを超える部分）

……………………………………………………［課税標準額］価格（評価額）の３分の１
※家屋の床面積の10倍までの面積の用地に限ります。アパート・マンション・併用住宅は、
計算が異なる場合があります。

（2）償却資産
町内にある償却資産のうち、震災により使用不能などの状況にあるものは減免されます。

軽自動車税
前年度と同じく、震災以前に登録された車両のうち、国が定める避難指示区域内に継続して放置
したまま使用していない車両は減免されます。

国民健康保険税・介護保険料
詳細が決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。

300万円以下
300万円超～400万円以下
400万円超～500万円以下
500万円超～750万円以下
750万円超

100％
75％
50％
25％

減免なし

※繰越損失の申告をしている場合は、損失
額を差し引く前の所得で適用する減免割
合を判定
※譲渡所得の特別控除の申告をしている場
合は、特別控除を差し引く前の所得で適
用する減免割合を判定

合計所得金額 減免割合

住民課課税係 0240（34）0224（個人住民税・軽自動車税・国民健康保険税に関すること）
住民課税務管理係 0240（34）0223（固定資産税に関すること）
介護福祉課介護係 0240（34）0226（介護保険料に関すること）
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企画財政課情報統計係 0240（34）0241

「なみえ新聞」見ている？

なみえタブレット 通信

福島県や浪江町の「今」のニュースをお伝えする「なみえ新聞」は、毎日夕方に新しい
ニュースをお届けしています！
町からのお知らせやイベント情報、クイズや動画など楽しいコーナーが盛りだくさん。

うけどんの“つぶやき”と“写真”が見られる「うけ
どんツイッター」も始まりました。
「なみえ新聞」は、自身のスマートフォンやアイ
フォンから見ることができます。アプリをダウン
ロードしてお楽しみください。

「投稿した写真」が、町ホームページなどで紹介される!?
多くの人が見るのを楽しみにしている「撮れたて写真館」。
今後は、アプリ「なみえ新聞」を利用していない人でも「撮れたて写真館」を楽しめるように、投稿
された写真の一部を“町ホームページ”や“広報紙“などで紹介する予定です。
このことに伴い、２月から写真投稿の表示が一部変更になります。
通常、「撮れたて写真館」は町民のみが閲覧できるコーナーですが、今回追加になった「一般公開

OK」のチェックボックスにチェックを入れて投稿すると、町民以外の人でも、その写真を閲覧できる
ようになります。

※町ホームページなどで紹介する写真は、「一般公開
OK」にチェックが付いているものが対象となります。

注意：らくらくホンには対応していません。

●特別料金プランを利用している人
浪江町タブレットサポートセンター 0800（919）3287（平日９時～17時15分）

●特別料金プランを利用していない人
浪江町役場企画財政課情報統計係 0240（34）0241（平日８時30分～17時15分）

【タブレットに関するお問合せ】

「一般公開」をしたくない人は、
チェックボックスのチェックがは
ずれていることを確認の上、投稿
してください。

スマートフォン版
なみえ新聞

▲ アイフォン版
なみえ新聞

▲

10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」

記念品
・
・
・

・
・
・
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11時～14時

11時～14時
日

毎月
第２土曜・日

曜は

まるしぇの
日♪

２月

※都合により、内容などを変更する場合があります。ご了承ください。
駐車場は役場敷地内駐車場を利用してください。皆さんのお越しを心からお待ちしています。

産業振興課商工労働係 0240（34）0247
３月は７日（土）８日（日）に開催！

バレンタイン企画 !!
“ありがとう”の気持ちを込めて
「プチハートあられ」を

両日先着400人に
プレゼント!

10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」10月は「まるしぇ３周年＆なみえ秋まつり」

ひきたてコーヒー販売　カスタムコーヒー
似顔絵塗り絵　たれめのリリー

露 店 廃炉・汚染水対策の現状
資源エネルギー庁

展 示

記念品記念品記念品

８日土

９日

８日
（土）

９日
（日）

ステージ
・腹話術・ものまね　CORUKA
・パントマイム演芸　エンジョイJOY
・歌謡ショー　原田　雪見

・ギター・歌唱ライブ　すえながしょうすけ
・浪江町復興応援アイドル　reborn
・フリースタイルフットボール　To－Ru
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消防署からのお知らせ

～ ～
《三つの習慣》

①寝たばこは絶対にしない
②ガスコンロなどのそばを離れ
るときは、必ず
火を消す

③ストーブは燃えやすいもの
から離れた場所で使用する

《四つの対策》
①住宅用火災警報器を設置する
②防炎製品を使用する
③住宅用消火器などを設置する
④隣近所との協力体制を作る

火事と救急は119番

浪江消防署 0240（34）4111
富岡消防署 0240（22）2119

《消防署連絡先》
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健康保険課放射線対策係　　0240（34）0261

放射線相談員だより放射線相談員だより
～飲食物に放射線が当たると放射線がたまるの？～

浪江町役場本庁舎に放射線相談員が常駐しています。今回は飲食物に放射線が当たった場合
どのようになるのかお話しします。

自宅に置いていた未開封のウイスキーが
あるけど、放射線が当たって瓶の中に放
射線がたまっていたら飲めないよね？

そういうことなら、
飲んでもいいの？

放射線は光と似た性質を持つので、物に当たって
もたまることはありません。物を通り抜けるか、
消えてしまいます。

放射線は放射性物質から放出されます。密
閉されている状態であれば放射性物質が瓶
の中に入ることはないので飲んでも問題な
いと思われます。
心配な場合は、役場で実施している食品検
査をお勧めします。
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●

●
　

●株式会社creft  代表取締役  黒坂 信一 様（写真中央）
●株式会社アイベックス  取締役部長  松本 章宏 様（写真左）

クレフト

寄　贈

※黒坂様は浪江町の出身で、先般の台風19号により町が被災した
ことを聞き、「ふるさと復興のため自分ができることで少しでも
力になりたい」という思いから、寄贈いただきました。

12月４日　土のう製造スタンド 100基12月４日　土のう製造スタンド 100基12月４日　土のう製造スタンド 100基
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たかし

取材者：認定特定非営利活動法人市民公益活動パートナーズ　古山・松田
取材日：12月16日

大堀相馬焼の心は受け継ぎながら、この新しい
場所で、新たな焼き物の潮流をつくりたい

◆
大
堀
に
戻
っ
て
半
年
後
に
、
あ
の

大
災
害
に
遭
い
ま
し
た

僕
は
、
東
日
本
大
震
災
の
前
の

年
、
平
成
22
年
９
月
に
、
そ
れ
ま
で

修
行
し
て
い
た
栃
木
県
益
子
町
か
ら

大
堀
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
妻
や
子

供
は
ま
だ
栃
木
県
に
い
て
、
平
成
23

年
３
月
に
大
堀
に
越
し
て
く
る
予
定

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

震
災
直
後
は
、
両
親
や
弟
と
共
に

福
島
市
の
叔
母
の
所
に
避
難
し
ま
し

た
。
栃
木
県
に
い
た
家
族
と
は
連
絡

が
取
れ
ま
し
た
が
、
ガ
ソ
リ
ン
が
な

く
て
、
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
成
23
年
５
月
に
は
、
父
が
い
わ

き
市
植
田
に
家
を
借
り
、
工
房
と
作

品
を
販
売
す
る
店
も
開
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
大
堀
に
帰
れ
る
め
ど
は
一

向
に
つ
か
ず
、
自
分
た
ち
の
棲
家
と

な
る
所
を
い
ろ
い

ろ
探
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
よ
う

や
く
見
付
か
っ
た

の
が
、
ゆ
っ
た
り

と
し
た
敷
地
に
囲

ま
れ
た
こ
の
建
物

で
す
。
こ
こ
な
ら

「
登
り
窯
」
を

作
っ
て
も
火
の
心

配
は
な
い
し
、
工

房
や
住
居
な
ど
の

増
築
も
思
い
通
り

に
で
き
そ
う
で
し

た
。
地
元
の
設
計

士
さ
ん
に
お
願
い

し
た
と
こ
ろ
、
本
当
に
親
身
に
な
っ

て
様
々
な
注
文
に
応
え
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
お
陰
さ
ま
で
、
訪
れ
て
く

だ
さ
る
方
々
に
も
好
評
で
す
し
、
地

元
の
人
た
ち
も
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。

◆
大
堀
相
馬
焼
を
継
承
し
な
が
ら
、

作
陶
の
新
た
な
姿
を
創
造
し
た
い

大
堀
相
馬
焼
の
窯
元
は
震
災
前
に

は
20
数
軒
あ
り
、
そ
の
頃
は
父
の
世

代
が
メ
イ
ン
で
、
僕
は
同
年
代
の
作

り
手
と
し
て
は
一
番
若
い
く
ら
い
な

ん
で
す
。
震
災
後
、
窯
元
の
数
は
約

半
分
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

避
難
先
な
ど
各
地
で
頑
張
っ
て
い
る

人
た
ち
が
い
ま
す
。

大
堀
相
馬
焼
協
同
組
合
で
は
、
福

島
空
港
で
の
展
示
会
や
浪
江
町
内
で

開
催
す
る
「
大
せ
と
ま
つ
り
」、
そ

し
て
、
こ
れ
か
ら
浪
江
に
で
き
る

「
道
の
駅
」
で
は
展
示
販
売
や
作
陶

だ
け
で
な
く
、
一
般
の
方
向
け
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
も
開
催
す
る

と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
大
堀
相
馬
焼

の
置
か
れ
た
状
況
は
厳
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

〝
○
○
焼
〞
と
い
う
と
大
抵
、
産

地
の
名
前
が
付
き
ま
す
が
、
大
堀
に

は
戻
れ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
本
来

ふ
る
さ
と
の
名
で
は
作
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ

ど
も
、
作
り
続
け
て
い
る
人
の
こ
と

や
作
品
は
見
て
欲
し
い
で
す
ね
。

か
つ
て
の
大
堀
相
馬
焼
は
分
業
制

で
仕
事
を
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
ん

で
す
が
、
父
も
僕
も
全
部
イ
チ
か
ら

自
分
で
作
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
新
し
い
大
堀
相
馬

焼
と
い
う
か
、
場
所
は
違
っ
て
も
、

何
か
未
来
に
つ
な
が
る
よ
う
な
作
品

を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

◆
子
供
た
ち
に
も
、
い
つ
か
大
堀
を

見
せ
た
い
で
す
ね

僕
は
18
歳
ま
で
大
堀
で
育
ち
ま
し

た
が
、
そ
の
記
憶
が
ど
ん
ど
ん
薄
ら

い
で
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
行

き
た
い
と
き
に
自
分
の
意
思
で
訪
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
ふ
る
さ
と
は
悲

し
い
で
す
。
周
り
の
人
た
ち
と
の
つ

な
が
り
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
感
じ

ま
す
。

近
い
将
来
、
大
堀
に
避
難
指
示
解

除
が
出
た
と
し
て
も
、
今
の
拠
点
も

大
事
に
し
た
い
で
す
ね
。
震
災
の
時

に
幼
か
っ
た
子
は
16
歳
に
な
り
、
震

災
後
に
生
ま
れ
た
子
は
５
歳
で
す
。

ふ
る
さ
と
が
元
の
姿
に
戻
り
、
子
供

た
ち
を
連
れ
て
行
け
る
よ
う
に
な
る

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▲作品の前で、にこやかに撮影に応じてくださいました

▲「日本で一番新しい“登り窯”かもしれませんよ」
と、近　さん

近　　賢さん（大堀）

いわき市市街地から車で約15分。草野と四倉の間の海に程
近い松林の中に、近　さん親子の「陶吉郎窯」を擁する、ご自
宅兼ギャラリーがあります。迎えてくださった賢さんに案内し
ていただいたギャラリーは、お父様である学さんと、賢さんの
作品が多数展示されており、その迫力に圧倒されました。

福島県

す
み
か

���� �������	�	������������	
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平成23年３月11日に発生した東日本大震災、そし
て福島第一原子力発電所の事故により、町内全域に出
されていた避難指示は、平成29年３月31日に「帰還
困難区域」を除き解除されましたが、多くの浪江町民
は福島県内外に分散して避難生活を続けています。町
を取り巻く状況が徐々に変化する中で、町民の皆さん
がどのような思いで生活し、ふるさとへの思いを抱い
ているのか。
“浪江のこころプロジェクト” は、町民の皆さんの

声を「浪江のこころ通信（※1）」を通してお届けし、
皆さんの思いや暮らしぶりを発信・共有しようとする
ものです。
一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

（※2）が中心となり、全国各地のＮＰＯ、大学などの
皆さんが取材を進め、浪江町と連携し「浪江のこころ
通信」を編集・発行しています。

※１　浪江のこころ通信は、町民の皆さんがお話しした「ここ
ろ」を伝えることを大切にするため、取材者が聞き取っ
てまとめた原稿をほぼ原文のままで掲載しています。

※２　一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムは、大
学、ＮＰＯ、企業、経済団体、行政などが連携したコ
ミュニティ支援ネットワーク。仙台が本拠地。

● 第104号 ●

「浪江のこころ通信／第104号」への
感想をお寄せください。

　【連絡先】〒979－1592 
　　　　　 浪江町大字幾世橋字六反田7番地2

　　「浪江のこころ通信」宛て
　　　　　　　　　 FAX0240（34）4593
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編集・発行　福島県浪江町役場企画財政課広報 №649

子供に朝御飯を食べさせているのに、「集中力が続かな
い」「あくびをしている」「イライラしやすい」などの様子が
ある場合、献立を見直してみるといいかもしれません。
子供が喜んで食べる菓子パンやジュースなどは、手軽な朝
食です。甘い物を禁止する必要はありませんが、睡眠を十分
に取り、朝食もしっかり食べたはずなのに、午前中ぼんやり
して集中できないという状態は、朝食のメニューが要因の一
つであるとも考えられます。
糖分が多めのメニューであれば、もう１品、野菜や果物、
ヨーグルトなどを付け足すことで低血糖を防ぐことができま
す。また、食後の血糖値の上昇を緩やかにするためには、食
べる順番も大切です。まず一口目に、糖分が少ない野菜や
肉、魚、汁物から食べ始めるように促しましょう。
そのときに気を付けたいことは、子供の楽しい食事の時間
が食事指導にならないよう、「最初はおかず、次は御飯（パ
ン）」といった合言葉などを子供と一緒に決めておくと、食
べる順番を自然と覚えていくでしょう。

の朝御飯
プラス

　・　浪江にじいろこども園　　 0240（25）8619

●
●

朝御飯は
食べては
いるけれど…

糖分の多い
食べ物を
取りすぎて…

もう一品には
糖分の少ない食べ物を
選びましょう。
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プラス

＋1＋1＋1
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